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ご家庭での１人１台学習用端末の利用ルールについて（お願い） 

 

 

平素より、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござい

ます。 

学校でも１人１台端末の利用ルールを指導しているところではありますが、ご家

庭でも以下の点を子どもたちへ声かけをお願いいたします。 

 

 

■ ご家庭へのお願い 

• 学習用端末専用の充電器の利用をします。              

（専用のもの【他の電子機器のものは×】でないと故障していまいます。） 

• 学習に関係のあることだけに使います。               

（学びのポータルにあるアプリの利用、課題の作成等） 

• 飲食物の近くに端末を置かないように気をつけます。 

• 毎日必ず充電して、学校に持ってきます。 

★学習に関係のないサイトなどを見ていると、端末にロックがかかり、利用できな

くなることがあります。 

 


